
議案第 ３９ 号

工事請負契約の締結について

（熊取町役場本館受変電設備改修工事）

熊取町役場本館受変電設備改修工事について、次のとおり工事請負契約を締結するた

め、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第１項第５号及び要議決契約等条例

（昭和 39年条例第２号）第２条の規定により議会の議決を求める。

令和 ６ 年 ６ 月１２日提出

熊取町長 藤 原 敏 司

記

１．契約の目的 熊取町役場本館受変電設備改修工事

２．契約の方法 指名競争入札による契約

３．契約の金額 金５７，０４８，２００円

４．契約の相手方 大阪府阪南市箱作１６３５番地の１

株式会社 ナミモト電気工業所

代表取締役 波元 淸
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工 事 概 要 

 

１．工 事 名 称：  熊取町役場本館受変電設備改修工事 

 

２．工 事 箇 所：  熊取町野田一丁目地内 

 

３．工 事 概 要：   

 

内  容 

 

電気設備工事      １式 

 

建築工事        １式 

 

 

 

４．工     期：  議決日から令和７年３月１７日まで 
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※改修対象外
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熊取町役場　配置図（改修後）

資材置場

ＵＰ

倉庫

国道１７０号線

発電機
ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ

地下ｵｲﾙﾀﾝｸ

熊取町役場　配置図（改修前）

地下１階

【撤去】キュービクル（屋内型）
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【新設】キュービクル（屋外型）

【新設】ケーブル、電線管（地中）

【新設】分電盤

⇒分電盤で分岐し、本館・北館・増築棟までのケーブルと電線管を新設

【新設】ケーブル、電線管（地上及び屋上）

【既設】キュービクル（屋外型）

厚生棟

厚生棟

地下１階
電気室

【撤去】ケーブル（架空）
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